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吉田町監査委員告示第８号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、監

査の結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

平成２８年８月１７日 

 

                     吉田町監査委員 伊藤 利勝   

 

                     吉田町監査委員 遠藤 孝子   

 

 

財政的援助団体等監査及び随時監査 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査等の実施期間 

平成２８年６月１３日から平成２８年７月２５日まで 

２ 監査の対象 

⑴ 財政的援助団体監査 

住吉区自治会、川尻区自治会、片岡区自治会、北区自治会 

⑵ 随時監査 

所管課 総務課 

３ 監査の事項及び範囲 

⑴ 財政的援助団体等監査 

平成２７年度に交付された町補助金に係る出納及び事務等の執行状況 

⑵ 随時監査 

平成２７年度に財政的援助団体に交付した補助金に係る事務等の執行

状況 

４ 監査等の目的 

⑴ 財政的援助団体等監査 

町が財政的援助を与えている団体に対し、当該補助金等に係る出納及

びその他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼

とした。 

⑵ 随時監査 

町が財政的援助を与えている団体の所管課に対し、当該補助金等に係
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る団体への交付事務等の執行及び指導監督が、吉田町補助金交付規則等

に基づき、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とした。 

５ 監査の方法 

⑴ 財政的援助団体等監査 

補助金等に係る出納及びその他の事務の執行について、各団体に提出

を求めた資料及び提示資料を審査するとともに、各団体の代表者及び職

員から事業内容、経理内容及び補助金交付関係書類についての説明を聴

取するほか、質問等により監査を実施した。 

⑵ 随時監査 

町が各自治会に補助金等を交付した事務事業について、所管課に提出

を求めた資料及び提示資料を審査するとともに、課長及び職員から交付

事務の執行及び指導監督等についての説明を聴取するほか、質問等によ

り監査を実施した。 

第２ 監査の結果等 

1 補助金の概要 

⑴ 補助金の名称及び交付内容（各自治会別） 

                                     (単位：円) 

自治会名 

補助金の名称 
住 吉 区 川 尻 区 片 岡 区 北 区 計 

自治振興費 

隣組長活動費 2,472,000 1,452,000 1,320,000 1,188,000 6,432,000 

町内会長活動費 1,284,000 764,000 691,000 861,000 3,600,000 

正副会長活動費 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

女性登用 

補助加算金 
－ 100,000 100,000 200,000 400,000 

自治会運営費 自治会運営費 1,412,000 841,000 760,000 948,000 3,961,000 

地域施設 

管 理 費 

地域活性化 

推進事業費 
－ 600,000 600,000 600,000 1,800,000 

町内会運営費 町内会運営費 1,600,000 800,000 600,000 800,000 3,800,000 

町内会活動費 町内会活動費 3,004,000 1,666,000 1,431,000 1,795,000 7,896,000 

合  計 10,972,000 7,423,000 6,702,000 7,592,000 32,689,000 

（注）１ 町内会活動費補助金は交通安全活動費、防災会活動費、社会福祉活

動費、環境美化活動費、青少年育成活動費で構成されている。 
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２ 本年度から、女性登用補助加算金 100,000 円（1 人当たり）が新設され

ている。 

３ 町から自治会への自治振興費補助金は、前年度より 366,000 円の増

額となっている。 

２ 監査の意見 

⑴ 財政的援助団体等監査 各自治会 

監査の結果、補助金等に係る出納及びその他の事務の執行は、おおむ

ね適正に執行されていた。 

⑵ 随時監査 総務課 

監査の結果、補助金等に係る交付事務等の執行及び交付団体への指導監

督は、吉田町補助金交付規則等に基づき、おおむね適正に執行されていた。  

なお、「吉田町自治振興費補助金交付要綱」（平成２８年４月１日施行）

が整備された。今後については、吉田町補助金交付規則及び吉田町自治振

興費補助金交付要綱に基づき、適正な交付の審査及び交付団体への指導監

督に努められたい。  

３ 指摘事項 

⑴ 財政的援助団体等監査 各自治会 

な し 

⑵ 随時監査 総務課 

な し 

 

 

財政的援助団体等監査 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査等の実施期間 

平成２８年６月１５日から平成２８年７月２５日まで 

２ 監査の対象 

<監 査 対 象 等> 

財政的援助団体 所 管 部 署 

吉田町商工会 産 業 課 

吉田町浜田土地区画整理組合 都市環境課    

３ 監査の事項及び範囲 

平成２７年度に交付された補助金等に係る出納及びその他の事務の執行 
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４ 監査の目的 

町が財政的援助を与えている団体に対し、当該補助金等に係る出納及びそ

の他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とした。 

５ 監査の方法 

  補助金に係る出納及びその他の事務の執行について、各団体に提出を求

めた資料及び提示資料を審査するとともに、各代表者及び職員から事業内

容、経理内容及び補助金交付関係書類についての説明を聴取するほか、質

問、その他必要と認めた監査を実施した。 

第２ 監査の結果等 

１ 吉田町商工会  

⑴ 補助金の概要 

ア 補助金の名称 

商工業振興事業費補助金 

イ 補助金の交付内容 

補助対象事業名及び補助金交付額 

商工会組織助成事業 4,000,000 円 

なお、前年度から 1,000,000 円の減額となっている。 

⑵ 町利子補給金の概要 

ア 利子補給金の名称 

吉田町小企業等経営改善資金利子補給金 

イ 利子補給金の交付内容 

利子補給の対象及び利子補給金交付額 

町内小企業者が小企業等経営改善資金融資制度の定めるところによ

り、借り受けた資金のうち町長が認めたもの 360,200 円 

   なお、前年度から 37,100 円の減額となっている。 

⑶ 監査の意見 

監査の結果、当該団体に交付した補助金等に係る出納及びその他の事務

の執行は、おおむね適正に執行されていた。 

⑷ 指摘事項 

な し 

２ 吉田町浜田土地区画整理組合  

⑴ 町助成の概要 

ア 助成の名称 

吉田町土地区画整理事業助成 
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イ 補助金の交付内容 

交 付 内 容 補助金交付額(円) 

繰  越  事  業  分 8,868,690 

当  年  度  事  業  分 2,305,396 

 利  子  補  給  金 14,239,604 

合   計 25,413,690 

 なお、前年度より 3,143,298 円の増額となっている。 

ウ 事業の計画内容について 

所  在  地    ：静岡県吉田町 

施  行  者    ：吉田町浜田土地区画整理組合 

面     積    ：37.1 ヘクタール 

総 事 業 費    ：44.6 億円 

施 行 期 間    : 平成 11 年度～平成 31 年度 

平成 27 年度末 進捗率 ：65.7％(総事業費ベース) 

 ⑵ 監査の意見 

監査の結果、当該団体に交付した補助金等に係る出納及びその他の事務

の執行は、おおむね適正に執行されていた。 

⑶ 指摘事項 

な し 

 

 

財政的援助団体等監査及び随時監査 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査等の実施期間 

平成２８年６月２４日から平成２８年７月２２日まで 

２ 監査の対象 

⑴ 財政的援助団体等監査 

ア 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会 

イ 一般社団法人吉田町シルバー人材センター 

⑵ 随時監査 

所管課 福祉課  

３ 監査の事項及び範囲 

⑴ 財政的援助団体等監査 

平成２７年度に交付された補助金に係る出納及びその他の事務の執行 

⑵ 随時監査 
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平成２７年度に当該団体に交付した補助金に係る事務事業 

４ 監査等の目的 

⑴ 財政的援助団体等監査 

町が財政的援助を与えている団体に対し、当該補助金等に係る出納及

びその他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼

とした。  

⑵ 随時監査 

町が財政的援助を与えている団体の所管課に対し、当該団体に交付し

た補助金等に係る交付事務等の執行及び指導監督が、吉田町補助金交付規

則及び各補助金交付要綱に基づき、適正に行われているかどうかを主眼と

した。  

５ 監査の方法 

⑴ 財政的援助団体等監査 

補助金等に係る出納及びその他の事務の執行について、各団体に求めた資

料及び提示資料を審査するとともに、各団体の代表者及び職員から事業内

容、経理内容及び補助金交付関係書類についての説明を聴取するほか、質

問等により監査を実施した。 

⑵ 随時監査 

所管課 福祉課 

町が各団体に補助金等を交付した事務事業について、提出を求めた資

料及び提示資料を審査するとともに、課長及び職員から交付事務の執行及

び指導監督等について説明を聴取するほか、質問等により、監査を実施し

た。 

第２ 監査の結果等 

１ 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会及び所管課(福祉課) 

⑴ 財政的援助団体等監査 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会 

ア 補助金の概要 

（ア）補助金の名称及び交付内容 

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会補助金 

（イ）補助金の交付内容 

補助対象事業名 補助金交付額（円) 

事務局人件費  23,002,000 

社会福祉協議会役員及び産業医  1,020,000 

相談事業   1,228,000 

民生委員児童委員活動事業  1,442,000 
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福祉団体活動助成事業 4,549,000 

合     計 31,241,000 

イ 監査の意見 

監査の結果、当該団体に交付した補助金等に係る出納及びその他の事

務の執行は、おおむね適正に行われていた。 

なお、所管課との連携に努め、福祉事業を推進されるよう要望する。 

ウ 指摘事項 

な し 

⑵ 随時監査 

所管課 福祉課 

ア 監査の意見 

監査の結果、補助金等に係る交付事務等の執行は、吉田町補助金交付

規則及び社会福祉法人吉田町社会福祉協議会補助金交付要綱に基づき、

おおむね適正に執行されていた。 

なお、当該団体の指導監督に努めるとともに、連携を強め、福祉事業

を推進されるよう要望する。 

イ 指摘事項 

な し 

 

２ 一般社団法人吉田町シルバー人材センター及び所管課(福祉課) 

⑴ 財政的援助団体等監査 一般社団法人吉田町シルバー人材センター 

ア 補助金の概要 

（ア）補助金の名称 

吉田町シルバー人材センター運営費補助金 

（イ）補助の交付内容 

補助対象事業名 補助金交付額（円) 

シルバー人材センター運営費 9,100,000 

イ 監査の意見 

監査の結果、補助金等に係る出納及びその他の事務の執行は、おおむ

ね適正に執行されていた。 

ウ 指摘事項 

な し 

⑵ 随時監査 

所管課 福祉課 
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ア 監査の意見 

監査の結果、補助金等に係る交付事務の執行は、吉田町補助金交付規

則及び吉田町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱に基づき、おお

むね適正に執行されていた。 

イ 指摘事項 

な し 

 

 

財政的援助団体等（公の施設の指定管理者）監査及び随時監査 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査等の実施期間 

平成２８年７月１日から平成２８年７月３０日まで 

２ 監査の対象 

⑴ 指定管理者監査 

ア 指定管理者 

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会 

 イ 公の施設 

（ア）吉田町健康福祉センター 

（イ）吉田町老人福祉センター 

⑵ 随時監査 

所管課 福祉課  

３ 監査の事項及び範囲 

⑴ 指定管理者監査 

平成２７年度における公の施設の指定管理に関する事務及びその他の

事務 

⑵ 随時監査 

平成２７年度における公の施設の指定管理に関する事務及びその他の

事務 

４ 監査等の目的 

⑴ 指定管理者監査 

町が指定管理者に指定した団体における施設の管理に関する事務及び

その他の事務について、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼

とした。  

⑵ 随時監査 
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指定管理の所管課に対して、指定管理者に関する事務その他の事務の

執行が、法令（条例を含む。）及び各協定書等に基づき、適正に行われて

いるかどうか及び指導監督が適切に行われているかどうかを主眼とした。  

５ 監査の方法 

⑴ 指定管理者監査 

施設の管理に関する事務及びその他の事務等に係る執行について、指定

管理者に提出を求めた資料及び提示資料を審査するとともに、団体の代表

者及び職員から事業内容、経理内容及び指定管理者関係書類についての説

明を聴取するほか、質問等により監査を実施した。また、施設の現況を確

認するため、施設調査を行った。 

⑵ 随時監査 

指定管理者に関する事務及びその他の事務等に係る執行について、所

管課に提出を求めた資料及び提示資料を審査するとともに、課長及び職

員から指定管理者に係る事務事業の執行及び指導監督等についての説明

を聴取するほか、質問等により、監査を実施した。 

第２ 監査の結果等 

１ 監査対象の概要 

⑴ 吉田町健康福祉センター 

ア 指定管理者の概要   

名   称 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会 

代 表 者  大石節夫 

住   所 吉田町片岡７９５番地の１ 

イ 指定管理の内容 

施 設 名 吉田町健康福祉センター 

所 在 地 吉田町片岡７９５番地の１ 

指定期間 平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日 

指定管理料 ２１，９１７，７１５円（平成２７年度） 

  指定管理に係 

   る収支状況 

収 入    ２１，９１７，７１５円 

支 出    ２１，９１７，７１５円 

収 支             ０円（平成２７年度） 

 

利用実績 

 

 年間利用者数 

 平成２５年度 ２２，３３８人 

 平成２６年度 ２６，３３７人（対前年比３，９９９人増） 

 平成２７年度 ２４，１５８人（対前年比２，１７９人減） 
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ウ 施設の概要 

（ア）名称    吉田町健康福祉センター 

（イ）所在地   吉田町片岡 795 番地の 1  

（ウ）建築面積  ３,５２７.０１平方メ－トル 

（吉田町老人福祉センター分を除く） 

（エ）構造規模  鉄筋コンクリート一部鉄骨造 2 階建 

（オ）敷地面積  ９,８８２平方メ－トル 

（カ）竣工年月日 平成１２年３月９日 

（キ）施設内容  デイルーム・厨房室・介護浴室・脱衣所・機械浴室・

プレイルーム・ミーティングルーム・トイレ 9・湯沸所

3・生きがい工房室・雑庫 4・ラウンジ 2・エレベーター・

事務室・ホームヘルパーステーション・相談室 2・応接

室・研修室 3・ボランティアビューロー・会議室 

エ 指定管理の業務範囲 

（ア）施設の運営に関する業務 

（イ）施設の管理に関する業務 

オ 収支状況 

（ 単位：円） 

項  目 予算現額（a） 決算額（b） 比較増減（b）-（a） 

指定管理料 21,917,715 21,917,715 0 

利用料収入 20,000 24,000 4,000 

収入計 21,937,715 21,941,715 4,000 

需要費 13,104,196 13,100,840 △3,356 

役務費 543,936 507,228 △36,708 

委託料 8,019,255 7,908,923 △110,332 

使用料及び賃借料 308,000 268,873 △39,127 

積立金 0 155,851 155,851 

支出計 21,975,387 21,941,715 △33,672 

収支差引 △37,672 0 37,672 

⑵ 吉田町老人福祉センター 

  ア 指定管理者の概要   

名   称 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会 

代 表 者  大石節夫 
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住   所 吉田町片岡７９５番地の１ 

イ 指定管理の内容 

施 設 名 吉田町老人福祉センター 

所 在 地 吉田町片岡７９５番地の１ 

指定期間 平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日 

指定管理料 ８２７，０００円（平成２７年度） 

  指定管理に係 

   る収支状況 

収 入    ８２７，０００円 

支 出    ８２７，０００円 

収 支          ０円 （平成２７年度） 

 

利用実績 

 

 年間利用者数 

 平成２５年度 １５，４７５人 

 平成２６年度 １６，４４１人（対前年比  ９６６人増） 

 平成２７年度 １５，３６１人（対前年比１，０８０人減） 

ウ 施設の概要 

（ア）名称    吉田町老人福祉センター 

（イ）所在地   吉田町片岡７９５番地の 1  

（ウ）建築面積  ３９２平方メ－トル（吉田町健康福祉センター分を

除く） 

（エ）構造規模  鉄筋コンクリート一部鉄骨造 2 階建 

（オ）敷地面積  ９,８８２平方メ－トル 

（カ）竣工年月日 平成１２年３月９日 

（キ）施設内容  大広間・リラックスルーム・浴室 2・脱衣所 2・トイ

レ 2・湯沸所・和室 3 

エ 指定管理の業務範囲 

 （ア）施設の運営に関する業務 

 (イ）施設の管理に関する業務 

オ 収支状況 

（ 単位：円） 

項  目 予算現額（a） 決算額（b） 比較増減（b）-（a） 

指定管理料 827,000 827,000 0 

利用料収入 100,000 148,700 48,700 

収入計 927,000 975,700 48,700 

報償費 121,480 117,089 △4,391 
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旅費 4,240 2,120 △2,120 

需要料 584,280 582,791 △1,489 

役務費 140,140 139,677 △463 

使用料及び賃借料 76,860 76,860 0 

積立金 0 57,163  57,163 

支出計 927,000 975,700  48,700 

収支差引 0 0 0 

２ 監査の意見 

⑴ 指定管理者監査 社会福祉法人吉田町社会福祉協議会 

監査の結果、施設の管理に関する事務及びその他の事務については、

おおむね適正に執行されていた。両施設については、建設後１６年経過

しており、経年劣化も進んでいることから、修繕等が発生しているが、

これからも所管課とともに状況の把握に努め、迅速かつ適切に対応され

たい。 

なお、所管課と連携を強め、福祉事業を推進されるよう要望する。 

⑵ 随時監査 

指定管理者に関する事務及びその他の事務等に係る執行については、

おおむね適正に行われていた。 

しかしながら、平成１８年度に指定管理者制度に移行して以来１０年

が経過しているが、管理運営仕様書等において規定する一部の項目が定

められていない。 

また、業務計画書の提出期限が定められていない等が見受けられた。

これらのことは、福祉課だけの問題ではないと考えられるので、全庁的

に取り組まれたい。 

両施設については、建設後１６年経過しており、経年劣化も進んでい

ることから、修繕費が発生しているが、これからも指定管理者とともに

状況の把握に努め、迅速かつ適切に対応されたい。 

なお、指定管理者の指導監督に努めるとともに、指定管理者と連携を

強め、福祉事業を推進されるよう要望する。 

 

３ 指摘事項 

な し 

 


